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第２章 鎌ケ谷市の概要 

１ 自然的条件             

（１） 本市の位置 

千葉県の北西部に位置し、総面積は２１．０８km2

で、東は白井市、南は船橋市、西は市川市と松戸市、

北は柏市に接しています。都心からはおよそ２５km

圏にあり、鉄道利用では都心まで直通で約３０分の

距離にあります。 

 

（２） 気象 

気温は、最高気温が約３６℃程度、最低気温はʷ２

からʷ５℃、年平均気温は１6℃程度、降水量は年間１，０００ｍｍから１，6００ｍｍ程の年

が続いて、前計画を策定した平成１４年と比較しても、ほぼ横ばいで推移し顕著な傾向はない

ように見えます。 

しかしながら、日本の大都市の平均気温はこの１００年あたりで２．０℃から３．３℃上昇

しており、地球温暖化による気温上昇にヒートアイランド現象がもたらす気温上昇が加わって、

急速に都市の温暖化が進んでいます。 

 

 

 

鎌ケ谷市の気象 

年 
項目 

平成14年 令和元年 令和２年 令和３年 

気 
温 

(℃) 

最高 36.0 36.1 36.4 36.1 

最低 -3.2 -2.4 -3.8 -5.4 

平均 15.5 15.8 15.7 16.0 

風 
速 

(m/s) 

最大瞬間 27.4 33.7 22.6 24.7 

平均 2.6 2.1 2.1 2.1 

湿 
度 

(％) 

最大 99.9 98.6 99.9 98.6 

最小 15.2 18.3 14.1 9.1 

平均 77.9 78.4 80.2 69.1 

天 
候 

(日) 

晴 154 167 162 173 

曇 67 89 99 101 

雨 17 105 102 91 

雪 1 4 3 0 

その他 126 - - - 

積雪(cm) 5.0 2.0 5.5 0.0 

降水量(mm) 1,024.5 1,357.0 1,036.5 1,605.5 

出典：統計かまがや 
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（３） 地形・地質 

標高２０ｍから３０ｍの下総台地と、谷津と呼ば

れる標高５ｍから１０ｍの低地からなっており、そ

の谷津に沿って斜面林が線状に分布しています。 

地質としては、関東ローム層が堆積したなだらか

で安定した地層で形成されています。 

 

 

 

地形区分図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報 土地利用分類調査 20万分の１土地分類基本調査（GISデータ）地形区分 

（国土交通省）を加工して作成  

 

  

谷津の風景（中沢） 
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分水界のモニュメント 

（４） 水環境 

市内には、一級河川大津川、大柏川、準用河川の大津川、中沢川、根郷川、及び二和川など

の河川が流れており、市内にある貯留池及び調整池は２２箇所、湧水は複数確認されています。 

河川にはその周辺に林や草地などの連続した緑が多く見られます。 

雨水貯留池は、コンクリートに囲まれた構造が多く見られますが、経年変化により自然が再

生され、貯留池内には植物が繁茂し多くの生物が生息しています。 

湧水は地下水が自然に地表に出てくるもので、きれいな水を好む水生昆虫などが生息してい

ます。道野辺囃子水の湧水は囃子水公園として、中沢白旗の湧水はヘイケボタルの生息地であ

る白旗緑地、蛍の里として保全しています。 

また、雨水が異なる水系に流れる境目の「分水界」が富岡二丁目及び右京塚との交差点付近

にあり、手賀沼・印旛沼・東京湾の三つの方向に分かれて流れる全国でもめずらしい分水界と

なっています。 
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（５） 植生 

市街地以外の場所では、果樹園や畑雑草群落が広く

分布しています。果樹園は市内各地に分布しています

が、南部地域は特に多くみられます。 

落葉広葉樹等の樹林地では、クヌギʷコナラ群集な

どが市内各地に点在し、貴重種とされるケヤキʷシラ

カシ群落は市北部にわずかに分布がみられ、その一部

は粟野地区公園として保全が図られています。 

大津川沿いでは、ヨシなどによる湿地性の植生が

形成されており、鎌ヶ谷カントリー倶楽部や海上自

衛隊下総航空基地では、まとまった芝地がみられま

す。 

 

 

 

 

植生図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料： 第６回・第７回自然環境保全基礎調査植生調査（環境省生物多様性センター） 

１/２５，０００植生図GISデータ 松戸、白井、船橋、習志野を使用し作成  

大津川（佐津間） 

粟野地区公園 

出典：第６回・第７回自然環境保全基礎調査植生調査（環境省生物多様性センター） 
１/２５，０００植生図 GIS データを使用し作成 
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（６） 生物多様性の状況 

市内の樹林地や河川、谷津などの緑地は、様々な生物の生息場所として重要な役割がありま

す。 

たとえば、樹林地は動物が天敵から身を守るための隠れ家となり、木々により適度な日影が

できるなど生活しやすい環境となります。河川、谷津などの水辺は、水と周囲の緑により生物

の生息が促され、多様な生物の生息地となります。 

しかしながら、近年、外来種の増加により生態系が崩れ在来種の減少が見られることから、

生物多様性を保全していくためには、外来種の防除や在来種の保全等の取組みが必要とされて

います。 

 

主な樹林地や河川など 

粟野地区公園、白旗緑地、蛍の里、囃子水公園、市民の森（根頭神社の森）、道野辺中央市

民の森、貝柄山公園、ふれあいの森、道野辺八幡神社、大津川、大柏川など 

 

在来種の植物としては、モミ、

ハンノキ、エゴノキ、クマシデ

などの樹木やオオハナワラビ、

ヤブレガサなどの草本があり、

これらは湿地や斜面林、寺社で

見ることができます。 

また、社寺林は主にスギやヒ

ノキなどの針葉樹により構成さ

れていますが、シラカシや、ム

クノキ、ケヤキなどの広葉樹も

確認されています。社寺林は神

格化されることもあり、その多

くが巨木となり市内の貴重な樹林を形成しています。 

本市では、鳥類・哺乳類・爬虫類・両生類・魚類・昆虫類など様々な在来種の動物を目にす

ることができます。 

鳥類は、シジュウカラ、ホオジロ、シロハラがみら

れ、このほかにも季節に応じて様々な野鳥が飛来しま

す。 

哺乳類は、タヌキ、アズマモグラ、ノウサギなどが

みられ、このうち、タヌキなどの一部の哺乳類は市街

地でもみられます。 

爬虫類は、ヒガシニホントカゲなどがみられ、ヘビ

については、餌となるカエルの減少から個体数は少な

くなっていますが、アオダイショウやシマヘビなどの

生息が確認されています。 

モミ ハンノキ 

シロハラ 
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両生類は、アズマヒキガエル、ニホンアマガエル、シュレーゲルアオガエルなどがみられま

すが、産卵場所となる水田や水たまりが減っているため、あまり見られなくなりました。 

魚類は、トウヨシノボリ、ドジョウ、モツゴなどがみられます。市内を流れる川は、両岸が

コンクリート製のものが多く、生活排水の流入により水質が悪いため、魚類が生息するには厳

しく、これまで市内で見られていたメダカは、現在ではみられなくなりました。 

昆虫類は、市内には２，０００種前後の生息が推測されていますが、従来から生息している

代表的な種としてはジャノメチョウ、ノシメトンボ、ヘイケボタルなどがみられます。 

また、外来種で生態系への影響が懸念されているものとして、植物はアメリカオニアザミ、

オオブタクサ、アレチウリなどが確認され、動物はミシシッピアカミミガメ、ウシガエル、カ

ダヤシなどが確認されています。 

なお、千葉県が指定する、個体数が極めて少なく生息・生育環境が極めて限られているため

最大限の努力をもって保全すべき種とする「最重要保護生物」についても市内で確認されてお

り、アオバズク、ニホンイシガメ、ニホンアカガエルなどが該当しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

粟野地区公園は鎌ケ谷市の北東部、市制記念公園の北側の台地に位置し、その西側は緩

やかに傾斜して、大津川に面する市内で最も広い平地林です。 

公園内ではコナラの優占する箇所、コナラ・イヌシデの優占する箇所、シラカシやスギ

の優占する箇所が確認されており、それぞれの箇所で固有の群落をなしています。 

植物の種類は豊富であり、今ではあまり身近に見ることができな

くなったキンラン（レッドリスト 千葉県：一般保護生物、環境省：

絶滅危惧Ⅱ類）などのラン科の美しい植物の姿も確認されていま

す。このような植物の豊かさは、動物相の豊かさをもたらし、「粟野

地区公園オオタカ生息状況調査（平成２３年度）」では平成２０年に

オオタカ（レッドリスト 千葉県：要保護生物、環境省：準絶滅危

惧）の営巣、平成２４年には生息を確認しており、「粟野地区公園第

二期整備に伴う生態系調査（平成２７年度）」においてもオオタカの

営巣の兆しを観測しています。粟野地区公園は市内でも非常に生物

多様性に富んだ緑地といえます。 

 キンラン 

粟野地区公園の生物多様性 



 

11 

２ 社会的条件                           

（１） 人口 

住民基本台帳によると本市の人口は平成２４年の１０９，９２１人から、概ね横ばい傾向に

あり、令和３年は１０９，９９６人となっています。 

世帯数は平成２４年の４５，９０４世帯から、一貫して増加傾向にあり、令和３年時点では

５１，０３３世帯となっています。一方、１世帯あたりの世帯人員は平成２４年の２．４人か

ら減少傾向にあり、令和３年時点では２．２人となっています。 

本市の年齢３区分人口をみると、１５歳未満の年少人口は、実数、構成比ともに平成２４年

の１４，５５５人（１３．２％）をピークに減少傾向となっており、令和３年時点では１２，

５９４人（１１．４％）と最も低くなっています。 

また、１５～６４歳の生産年齢人口は、実数、構成比ともに平成２４年の７０，２１６人（６

３．９％）から概ね減少傾向であり、令和３年時点では６５，９７７人（６０．０％）となっ

ています。 

６５歳以上の老年人口は実数、構成比ともに大幅に増加しており、平成２４年の２５，１５

０人（２２．９％）に対して、令和４年は３１，４２５人（２８．６％）となっています。 

 

年齢３区分人口、世帯数・世帯人員グラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳（各年10月１日現在） 
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（２） 土地利用 

市域のおよそ半分は住宅用地、商業用地等の宅

地で占められ、農地は約２１％、山林は約５％と

なっています。 

土地利用は市街化区域※と市街化調整区域※で

大きく異なり、市街化区域は住宅地を主体とし、

市街化調整区域は農地を主体とした土地利用と

なっています。 

畑においては野菜、果樹などの近郊農業が盛ん

で、特に梨の栽培は県内屈指の生産地となってい

ます。なお、田においては宅地や畑等への転用や

耕作放棄による荒地化で、市内全域で見られなくなっています。 

 

土地利用面積内訳 

分類 
面積 
(ha) 

構成比 
(%) 

田 0.0 0.0% 
畑 439.7 20.9% 
荒れ地、耕作放棄地、低湿地 85.5 4.1% 
山林 103.5 4.9% 
水面 8.3 0.4% 
その他自然地 1.5 0.1% 
住宅用地 658.6 31.2% 
商業用地 107.4 5.1% 
工業用地 35.4 1.7% 
運輸施設用地 16.2 0.8% 
公共施設用地 9.0 0.4% 
文教・厚生用地 82.5 3.9% 
オープンスペース 73.1 3.5% 
その他の空地①（ゴルフ場等) 68.6 3.3% 
その他の空地②（太陽光発電) 2.8 0.1% 
その他の空地③（平面駐車場) 47.2 2.2% 
未利用地（その他の空地④） 3.9 0.2% 
未建築宅地（その他の空地④） 4.5 0.2% 
用途改変中の土地（その他の空地④） 1.8 0.1% 
屋外利用地(その他の空地④） 9.1 0.4% 
防衛用地 114.8 5.4% 
道路用地 209.8 10.0% 
交通施設用地 24.8 1.2% 
合計 2108.0 100.0% 

出典：令和3年度都市計画基礎調査 土地利用現況図から計測 

  

梨園 
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土地利用現況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：令和３年度都市計画基礎調査 土地利用現況図 
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（３） 都市計画施設 

市内では、都市計画施設として都市計画道路、駅前広場、都市高速鉄道、都市計画公園、公

共下水道などを定めています。 

 

都市計画施設 

種類 名称 内容 

道路、都市高速鉄道、駐

車場、自動車ターミナル

その他の交通施設 

都市計画道路 ２１路線 計画決定延⾧ ４０．１６㎞ 

駅前広場 ４箇所  計画面積 １４，１００㎡ 

都市高速鉄道 
東武野田線 延⾧ ３，４７０ｍ 

新京成線  延⾧ ５，１７０ｍ 

公園、緑地、広場、墓園

その他の公共空地 
都市計画公園 １２箇所 １８．９１ｈａ 

下水道、汚物処理場、ご

み焼却場その他の供給

施設または処理施設 

公共下水道 
印旛処理区、手賀沼処理区、江戸川左岸処理区 

全体計画面積 １,７３２．０ｈａ 

汚物処理場 
し尿処理施設アクアセンターあじさい 

計画面積 １．８ｈａ 

ごみ焼却場 
鎌ケ谷市クリーンセンター（休止中） 

計画面積 １．０ｈａ 

その他の供給施

設又は処理施設 

再生資源処理施設リサイクルセンター 

計画面積 ０．６ｈａ 

出典：鎌ケ谷市都市計画図、千葉県ホームページより整理 

 

都市計画公園については、１２箇所、１８．９

１ｈａを都市計画決定しており、その内１５．５

６ｈａを供用開始しています。 

主な都市計画公園としては、スポーツ、児童の

遊戯、花見など様々なニーズに対応し、昭和４６

年の市制施行を記念して整備した市制記念公園、

市内最大級の自然林を保全した粟野地区公園、谷

津田の湿地帯だった頃の景観を残す貝柄山公園

などがあり、本市の特性である豊かな自然を生か

した整備を図っています。 

 

 

 

 

 

  

市制記念公園の桜 

貝柄山公園 
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（４） 市街地開発事業等 

市内では、東武鎌ケ谷駅東口地区（約７．８ｈａ）、道野辺横上横下地区（約６．４ｈａ）、

中沢東地区（約８．６ｈａ）、新鎌ケ谷地区（約５９．１ｈａ）の４地区について鎌ケ谷市また

は組合等により土地区画整理事業が施行され、いずれも事業は完了しています。 

これら全ての事業においては街区公園を整備しており、新鎌ケ谷地区においては近隣公園も

整備しています。 

 

市街地開発事業等現況図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度都市計画基礎調査「市街地開発事業等現況図」 

道野辺横上横下地区 
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（５） 景観の概況 

ア 都市景観 

本市においては、市全体での景観づくりを一体的に進めていくため、市全域を景観計画の区

域としており、新鎌ケ谷地区については景観重点地区に定めて景観形成を進めています。 

新鎌ケ谷駅周辺の市街地と住宅地は、土地区画整

理事業が完了し、大規模商業施設などの建設が進

み、にぎわいのある景観が形成されています。 

また、新鎌ケ谷駅、鎌ケ谷駅及び初富駅をつなぐ

道路沿道の地域は、小規模な店舗や兼用住宅などが

建ち並び、鎌ケ谷らしい産業やにぎわいが感じら

れ、これら以外の市街化区域においては、低層の戸建て住宅が建ち並ぶとともに、屋敷林や樹

林地などの緑地、主要道路沿道には小規模な商業店舗や事務所もみられ、様々な要素が混在す

る景観が形成されています。 

 

イ 自然景観 

北部では大津川、南部では大柏川が流れており、

河川とその支流により谷津が形成されています。

川沿いに見られる樹木や背丈を超える草地を含ん

だ空間により、豊かな景観が形成されています。 

北部及び西部の市街化調整区域では露地栽培に

よる畑や梨園が多く見られます。緩やかな起伏を

有した畑は、ところどころに見られる社寺林や屋

敷林等の樹林と相まって、広がりと奥行きを感じ

られる景観が形成されており、４月には梨の開花

を楽しむことが出来ます。樹林は、主に谷津を囲

む斜面林と台地上に残る平地林がみられ、平地林

の多くは社寺林として保存されてきました。ま

た、野馬土手の林は、市中心部近くに分布してお

り、市街地の良好な景観形成に寄与する貴重な緑

となっています。 

  

新鎌ケ谷のショッピングセンター 

梨園 

谷津（中沢） 
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３ 緑地調査                            

（１） 緑地調査 

緑地調査は、「緑の基本計画ハンドブック 令和３年改定版」（日本公園緑地協会発行）に従

い、表に示す区分ごとに調査しました。 

調査は、市で所有する庁内資料等をもとに行い、緑地の配置状況や現況量を把握し、課題の

抽出や施策の立案などに活用します。 

調査結果は地理情報システム※（ＧＩＳ）にとりまとめることで、目標の達成状況の評価にも

活用します。 

 

鎌ケ谷市緑地区分表  

※
施
設
緑
地 

都市公園 
１ 都市計画公園 

２ 都市公園 

公共施設緑地 

３ 児童遊園 

４ ふれあいの森 

５ 野球場、グラウンド等（公共設置） 

６ 市民農園 

７ 公開している教育施設（公立） 

８ 公共公益施設の植栽地 

準公共的施設緑地 ９ 寺院神社 

民間施設緑地 １０ 広場等（民間設置） 

※
地
域
制
緑
地 

法による緑地 

１１ 生産緑地地区 

１２ 河川 

１３ 地域森林計画対象民有林 

協定による緑地 １４ 緑地協定※区域 

条例等による緑地 

１５ 文化財（緑地として扱うもの） 

１６ 保全林 

１７ 保存樹木 
 

（２） 緑地の現況 

ア 都市公園の状況 

市内には２０３箇所（約３５．９ｈａ）の都市公園があり、このうち１９３箇所は地域住民

の利用を目的とした街区公園です。街区公園の多くは宅地開発にともなって整備された都市公

園で、１８０㎡前後の規模の小さい都市公園が多くを占めています。 

また、都市公園の市民一人当たり面積は令和３年３月３１日現在で３．３㎡/人であり、平成

１３年４月１日現在の１．８㎡/人と比較すると１．８倍程度に増加しています。 

しかしながら、都市公園法施行令に定めている都市公園の市民一人当たりの標準面積１０㎡

以上と比較すると、都市公園の整備はまだ不足しています。 
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都市公園の整備状況 

種別 平成１３年４月１日現在 令和３年３月３１日現在 
箇所数 面積 箇所数 面積 

住区基幹 
公園 

街区公園 １３４箇所 ７．９ｈａ １９３箇所 １２．１ｈａ 

近隣公園 １箇所 １．２ｈａ ３箇所 ４．０ｈａ 

地区公園 ２箇所 ６．４ｈａ ３箇所 １３．７ｈａ 

都市基幹 
公園 

運動公園 １箇所 ２．９ｈａ １箇所 ４．７ｈａ 

緩衝緑地等 都市緑地 ʷ ʷ ３箇所 １．４ｈａ 

合計 １３８箇所 １８．４ｈａ ２０３箇所 ３５．９ｈａ 

一人当たり面積 １．８㎡/人 ３．３㎡/人 

 

近隣自治体・東葛地域などの地域性や近年の人口動態を踏まえた比較対象都市１２市で市民

一人当たりの都市公園面積を比較すると本市は最も低く、その要因について分析すると、１９

ページのとおり、比較対象都市とは緩衝緑地等※や国有地・県有地・県立公園の都市公園の面積

で大きな差が生じています。 

比較対象都市の緩衝緑地等の内訳では都市緑地がもっとも多く、本市を除いた比較対象都市

の平均面積は４６．８ｈａですが、本市は０ｈａであり、大きく乖離しています。 

なお、都市緑地面積上位５市については、都市緑地だけで本市の都市公園面積（３２．６ｈ

ａ）より多い面積を確保しています。 

比較対象都市のそれぞれの都市緑地は、江戸川・利根川の河川敷、調節池、海岸の埋立地、

沼など水辺が関連しているものに大規模なものが見受けられます。 

また、所有者別の都市公園面積は、国有地・県有地・県立公園の本市を除いた比較対象都市

の平均は３６．８ｈａとなっており、本市の０．１ｈａとは大きく乖離しています。 

一方、住区基幹公園※について市民一人当たりの面積を比較すると、１２市の中で６番目と、

中位に位置しており、計画的に整備を行ってきたことが確認できます。  
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一人当たりの都市公園面積（平成２９年度末時点） 

市名 

都市公園  

うち住区基幹公園 うち都市基幹公園 うち大規模公園 うち緩衝緑地等 

順

位 

市民一人当

た り 面 積

(㎡) 

順

位 

市民一人当

た り 面 積

(㎡) 

順

位 

市民一人当

た り 面 積

(㎡) 

順

位 

市民一人当

た り 面 積

(㎡) 

順

位 

市民一人当

た り 面 積

(㎡) 

印西市 1 16.82 1 7.69 1 6.3 3 0.0 4 2.8 

野田市 2 12.72 9 1.96 5 1.2 3 0.0 1 9.6 

我孫子市 3 11.48 3 3.43 11 0.0 3 0.0 2 8.1 

白井市 4 9.50 2 4.55 2 3.1 3 0.0 6 1.8 

習志野市 5 6.64 4 3.00 11 0.0 3 0.0 3 3.6 

柏市 6 5.88 8 2.12 7 0.8 1 1.1 5 1.9 

流山市 7 5.20 5 2.64 8 0.8 3 0.0 7 1.8 

八千代市 8 4.92 7 2.40 6 1.2 2 0.3 9 1.0 

市川市 9 3.55 12 1.30 9 0.6 3 0.0 8 1.7 

松戸市 10 3.47 10 1.61 3 1.2 3 0.0 10 0.6 

船橋市 11 3.30 11 1.45 3 1.2 3 0.0 10 0.6 

鎌ケ谷市 12 2.98 6 2.58 10 0.4 3 0.0 12 0.0 

出典：鎌ケ谷市総合基本計画基礎調査報告書 

 

緩衝緑地等の内訳と所有者別都市公園面積（平成２９年度末時点） 

市名 

緩衝緑地等の内訳(ha) 所有者別都市公園面積(ha) 

都市緑地 緑道 緩衝緑地 特殊公園 

国有地 

県有地 

県立公園 

市有地 民有地 

印西市 27.4 0.0 0.0 0.0 41.4 126.4 0.4 

野田市 141.8 3.9 0.0 0.0 62.1 70.9 61.1 

我孫子市 94.1 5.5 0.0 5.9 93.2 52.7 4.3 

白井市 11.2 0.2 0.0 0.0 1.8 56.5 0.8 

習志野市 15.2 4.2 43.4 0.0 2.9 119.5 0.0 

柏市 38.2 31.5 0.0 9.7 80.5 147.5 20.4 

流山市 27.8 0.0 0.0 4.9 21.0 73.3 3.9 

八千代市 19.7 0.2 0.0 0.0 7.4 86.1 2.8 

市川市 76.1 0.0 0.0 6.2 55.4 114.1 4.8 

松戸市 26.9 0.0 0.0 4.1 22.4 132.4 12.3 

船橋市 36.6 0.0 0.0 3.0 17.1 177.7 14.4 

鎌ケ谷市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 31.3 1.2 

鎌ケ谷市を

除いた平均 
46.8 4.1 3.9 3.1 36.8 105.2 11.4 

出典：鎌ケ谷市総合基本計画基礎調査報告書  
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イ 都市公園以外の施設緑地の状況 

都市公園以外の施設緑地は、公共施設緑地と民間施設緑地に区分されます。 

公共施設緑地は、都市公園以外の公有地や、公的な管理のもとに緑地として利用されてい

るものなど、都市公園法に基づく公園緑地と同様の機能を果たすものをいいます。市が設置

している主な施設緑地としては、児童遊園１６箇所、ふれあいの森９箇所、市民農園３箇所

のほか野球場等があり、小学校の校庭も一般開放しています。 

民間施設緑地は、民間が設置・管理を行っている施設で公園緑地に準じる機能を持つもの

をいいます。市内には、民間・地域管理の公園や広場、ゲートボール場や寺院神社などがあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

粟野児童遊園 

東道野辺市民農園 八幡春日神社 

富岡二丁目ふれあいの森 




